
 

 

令和 8年度 重要事項説明書（特定教育・保育施設用） 

教育・保育の提供を開始するにあたり、当園より説明すべき事項は次のとおりです。 

 

1. 施設運営主体 

事 業 者 の 名 称 学校法人 いとう学園 

代 表 者 氏 名 理事長 伊藤 悦子 

法 人 の 所 在 地 埼玉県比企郡小川町大塚２６１ 

法 人 の 電 話 番 号 0４９３-７２-１１０５ 

 

 

2. 利用施設 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 小川エンゼル保育園 

所 在 地 埼玉県比企郡小川町大塚２６１ 

電 話 番 号 0４９３-７４-３９８３ 

管 理 者 名 施設長 伊藤 悦子 

利 用 定 員 （ 年 齢 別 ） 

0歳児  3号 6名 3歳児 1号 ０名  2号 17名 

1歳児 3号 15名 4歳児 1号 ０名  2号 18名 

2歳児 3号 16名 5歳児 1号 ０名  2号 18名 

自 己 評 価 の 概 要 職員による保育内容等の自己評価を定期的に実施しています。 

第 三 者 評 価 の 概 要 現在第三者評価機関における事業評価は受けておりません。 

職員への研修の実施状況 外部研修年３回実施 

認 可 年 月 日 平成１９年４月１日 

事 業 所 番 号 １１３４７５１００００１５ 

 

 

3. 施設の目的・運営方針 

事 業 の 目 的 保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、保育事業を行う。 

理 念 保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、 

園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的におこなう。 

園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、 

園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う。 

 

 

4. 施設・設備等の概要 

敷地 全体 ２３６７,７２㎡ （おがわ幼稚園と共用） 

（おがわ幼稚園と共用） 園庭 １２８６,７４㎡ 

建物 構造 重量鉄骨耐火構造 

延べ面積 ４８２,２０㎡ 

施設の内容 乳児室 １室 保育室 ５室 

ほふく室 室 遊戯室 １室 

調理室 １室 幼児用トイレ ４ヶ所 

調乳室 １室   

設備の種類 冷暖房、室内温水プール 

その他 スペースアスレチック・キッズガーデン 



 

 

 

5. 職員体制 7年４月１日現在 

 職務の内容 常勤 非常勤 

施設長 園務をつかさどり、 

所属職員を監督 

１人 0人 

副主任保育士 園長を助け、命を受けて園務の 

一部を整理、園児の保育をつかさどる 

1人 0人 

保育士 保育に従事し、その計画の立案、実施、

記録及び家庭連絡等の業務を行う 

10人 6人 

事務員 園運営に係る事務全般 0人 2人 

調理員 栄養士の作成した献立に基づき、給食

及びおやつを調理する 

1人 3人 

栄養士 園児の栄養指導及び管理 1人 0人 

＊当園では、「小川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」の 

定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

 

6. 保育を提供する日 

開 園 日 月曜日から土曜日 

開 園 時 間 午前 7時30分から午後 7時 土曜のみ午前8時から午後5時まで 

休 園 日 日曜日、国民の祝日、国民の休日、年末年始休暇 

そ の 他  

＊警報発令時の対応について 

 マニュアルの作成・緊急連絡先への連絡・非常食の準備 

＊感染症流行時の対応について 

 職員への汚物の取り扱いの徹底・感染防止の徹底・保護者への手紙等での伝達。 

 

 

7. 保育を提供する時間 

保育を提供する時間は、次のとおりとします 

保育標準時間認定 保育時間 午前 7時３０分から午後6時３０分 

延長保育時間 午後 6時３０分から午後7時 

保育短時間認定 保育時間 午前８時３０分から午後４時３０分 

延長保育時間 午前 7時３０分から午前８時３０分 

午後４時３０分から午後7時 

＊上記保育時間以外の時間帯においてやむを得ない理由により保育が必要な場合は、 

延長保育を提供します。 

延長保育の利用にあたっては、お支払いただく通常の保育料のほかに、 

別途利用者負担が必要となります。 

＊土曜日のみ標準時間認定の方も短時間認定の方も午前 8時から午後5時までの保育になります。 

 

8. 提供する保育等の内容 

 当園は、保育所保育指針（平成 29年 3月31日厚生労働省告示第117号）を踏まえ、 

以下の保育その他の便宜の提供を行います。 

 

① 保育の提供 

上記 7に記載する時間において、保育を提供します。 



 

 

 

 

9. 食事の提供方法等について 

① 食事の提供方法 

自園調理（調理業務は株式会社才武給食が行います） 

② 食事の提供を行う日 

保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。 

園外保育の時はお弁当の持参をお願いする日があります。 

献立表は毎月の給食便りで別途お知らせします。 

児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

0歳児 9時 50分頃 11時頃 15時頃  

1歳児 9時 50分頃 11時頃 15時頃  

2歳児 9時 50分頃 11時頃 15時頃  

3歳児  11時30分頃 15時頃  

4歳児  11時30分頃 15時頃  

5歳児  11時30分頃 15時頃  

 

③ アレルギー対応状況 

アレルギー、その他の事情により給食に配慮が必要な場合は、できる限りお子さんに合わせて 

いきますので、あらかじめご相談ください。 

その際は、医師による診断書（アレルギー検査結果）の提出が必要です。 

除去食及び代替食に対応しています。 

食物アレルギー対応あり。 

④ その他衛生管理等 

集団給食施設届出を保険所へ提出しています。 

大量調理施設マニュアル基準に沿って衛生管理基準の作成を行います。 

日々の健康管理、確認及び検便検査の実施（毎月１回）による調理従事職員の健康管理を 

徹底しています。 

調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底しています。 

 

 

10. 利用料金 

① 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

0歳児～2歳児は、支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払い 

いただきます。 

保育料の納入は口座振替をご利用ください。 

3歳児～5歳児は、2019年10月から保育料が無償化されたため、市町村にお支払いいただく必要

がなくなりました。 

② 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等（実費負担） 

①に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。 

お支払方法については別途お知らせします。 

③ 自主事業の利用料金 

＊保護者の会からの会費の徴収があります。  

 

11. 利用の開始について 

当園では、小川町の利用調整に基づき当園に入所決定された支給認定を受けた保護者が本重要事項 

説明書等に同意された後に保育の提供を開始します。 



 

 

 

 

12. 利用の終了について 

当園は、以下の場合には保育の提供を終了します。 

① 利用乳幼児が小学校に就学したとき 

② 児童の保護者が児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき 

③ 町外に転出するとき 

④ 長期欠席するとき 

⑤ その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

 

13. 嘱託医 

当園は、以下と嘱託医契約を締結しています。 

 

①内科 

医 師 名 野崎 浩  

 

②歯科 

歯 科 医 師 名 横瀬 敏志 

 

 

14. 緊急時の対応方法 

お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及び 

緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

 

 

15. 非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める、消防計画書により対応します。 

避難訓練 地震・火災を想定した避難訓練を月１回実施 

防災設備 自動火災報知機 誘導灯  

ガス漏れ報知器 非常警報装置  

非常用電源   

避難場所 町営 春日公園   小川町立図書館 

 

 

16. 虐待の防止のための措置に関する事項 

 町の子育て支援課、警察等との連絡を密にとり、対応しております。 

 

 

17. 賠償責任保険の加入 

当園では以下の保険に加入しています。 

保険会社 東京海上日動火災保険株式会社・ 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 

保険の種類 保育園賠償責任保険・保育園児団体傷害保険 

保険金額 １９３，６００円 ・ ３３，２１５円 

 

 



 

 

 

18. 保育内容に関する相談・要望・苦情 

受付担当者 保育士 新 千恵子 

受付責任者 施設長 伊藤 悦子 

利用時間 午前 9時～午後5時 

連絡先 電話 ０４９３-７４-３９８３ 

FAX  ０４９３-７４-３９３３ 

第三者委員 坂木 幸夫 

 

役職・法人役員 

柴田 忠彦 

 

役職・法人役員 

受付方法 面接・文書等の方法で相談・苦情を受け付けます。 

 

 

19. 個人情報の保護に関する基本方針 

当園では個人情報保護に関する規定として「小川エンゼル保育園個人情報保護規定」を掲げています。 

なお、転園の際には転園先の希望があった場合、園児要録の移送等、個人情報の伝達を行います。 

 

 

20. 当園におけるその他の留意事項 

 当園は保護者会活動を行っています。 

 

 

 



 

 

 

 

 

別 表 

 

 

 

1. 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 内容、負担を求める理由及び目的 金額 

給食費 

(食材費に係る費用) 

２号認定を受けた園児(３歳児クラス以上)

に係る給食費 

主食費 １５００円 副食費 ７０００円 

 

月額 ８５００円 

 

 

 

＊当園は、上記費用の支払いを納入袋により受けることとし、領収印をその納入袋に 

押印して管理する。 

 

 

2. 延長保育に係る利用者負担 

※保育標準時間認定を受けた園児係る時間外保育 

        延長１８時３０分から１９時終了まで２００円 

※保育短時間認定を受けた園児に係る時間外保育 

        早朝７時３０分から３０分ごとに１００円(８時３０分まで) 

        延長１６時３０分から３０分ごとに１００円(１８時３０分まで) 

        延長１８時３０分から１９時終了まで２００円 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

重要事項説明書についての同意書 

 

 

 

 

令和   年   月    日 

 

 

 当園における保育の提供を開始するにあたり、本書面により重要事項の説明を行いました。 

 

 

   施設名   小川エンゼル保育園 

説明者   施設長  伊藤 悦子 

 

 

 

 

 

 私は、本書面に基づいて小川エンゼル保育園の利用にあたっての重要事項の説明について、 

同意しました。 

    

保護者住所                          

保護者氏名                   印      

児童との続柄                         

児童名                            

児童名                            

児童名                            

 


